
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（平成29年８月１日号）

【今号の内容】

●男女生き活き企業コンテストを実施します！

●８月４日開催 「女性活躍を進めるための説明会」

●女性向け就活＆キャリアアップセミナー

●ママのための就活講座

●労働教育講座を開催します

●女性の活躍及びキャリア育成に関する研修参加助成金のお知らせ

●職種・業界研究セミナー

●最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業等について

●平成29年度「新・ダイバーシティ経営企業100選｣｢100選プライム」の公募について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

男女生き活き企業コンテストを実施します！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

県では、女性の活躍推進や働き方の見直しを通じて、

誰もがいきいきと働ける環境づくりに積極的に取り組

む企業等を、「男女生き活き企業」として認定する制

度を実施しています。

また、認定企業を対象に、女性の活躍推進及び働き

方の見直し等に関する優れた特色ある取組を行ってい

る企業等を募集し、企業規模別に表彰します。

認定申請及びコンテストへの御応募をお待ちしてい

ます！

１ 対象

「男女生き活き企業」の認定を受けている企業等

のうち、女性の活躍推進及び働き方の見直し等に関

する優れた取組みを行っている企業

２ 表彰数

企業規模別に、最優秀賞１件、優秀賞２件程度（知事表彰）

３ 応募方法

様式１に必要事項を記載し、関係書類を添付の上、

栃木県人権・青少年男女参画課へ郵送または持参し

てください。

４ 募集期間

平成29年７月１日（土）～８月31日（木）まで

応募方法等の詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=184



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

８月４日開催 「女性活躍を進めるための説明会」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では中小企業における女性活躍を推進

することを目的として、平成28年４月１日施行の女性

活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出

や、「えるぼし」認定取得に向けた、中小企業の取組を

支援しています。

女性活躍推進をお考え中の中小企業経営者、人事担

当者を対象に「女性活躍を進めるための説明会」を開

催いたします。

１ 日時 ８月４日（金）

14：30～16：30 （開場 14：00）

２ 開場 栃木県青年会館コンセーレ

３ 対象 従業員300人以下の中小企業経営者・人事労務担当者

４ 参加費 無料

一般事業主行動計画策定・届出や「えるぼし」に関

する説明のほか、女性活躍推進アドバイザーによる個

別相談が受けられますので、是非御参加ください！

申込方法等の詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.josei-suishin.com/seminar/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

女性向け就活＆キャリアアップセミナー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

とちぎジョブモールでは、就活中の方、キャリアア

ップしたい女性の方を対象に次のとおりセミナーを開

催いたします。是非御参加ください。

１ 日時 平成29年８月７日(月） 14：00～16：00

２ 場所 とちぎジョブモール

３ 参加費 無料

４ 参加対象 女性の方

５ 内容 就活・キャリア女子の『メンタル強化法』

ストレスフルな環境もモチベーションアップのきっかけに！

メンタルトレーニングを学ぼう

６ 講師 櫻井 有子

green chair代表

ＮＬＰ心理カウンセラー、コーチ



詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.tochigi-work2.net/shisaku/josei/josei_h29.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ママのための就活講座

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

とちぎジョブモールでは、そろそろお仕事に復帰し

たい。家庭と仕事を両立したい。そんなキラキラママ

の方を対象に次のとおりセミナーを開催いたします。

是非御参加ください。

１ 日時 平成29年８月22日(火) 14：00～16：00

２ 場所 ぷらっと とちぎ生涯現役シニア応援センター

（とちぎジョブモール３階）

３ 参加費 無料

４ 参加対象 母親など

５ 内容 ワークライフバランス編

『自己分析で強み発見＆イライラ感情整理術』

ワーク編 家事だって、育児だってすべてが強み！再発見自己分析

ライフ編 会社でも家でもスッキリ！イライラ解消術

６ 講師 永井 ようこ

社会保険労務士

キャリアコンサルタント

詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.tochigi-work2.net/shisaku/josei/mamazemi-H29.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

労働教育講座を開催します

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

労働問題等に関する知識を深め、労使関係の安定と

労働福祉の向上に役立てていただくため、県では、各

労政事務所において労働教育講座を開催します。

どなたでも無料で受講できますので、是非御応募く

ださい。

＜宇都宮労政事務所＞

１ テーマ 職場のハラスメント対策

～裁判例から考える適切な対応と実務～

２ 日時 平成29年9月12日（火）13：30～16：30

３ 場所 河内庁舎 ５階 大会議室

（宇都宮市竹林町1030-2）

４ 講師 弁護士 中井 智子 氏



詳細はこちら（↓）をご覧ください。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/h26roudoukouza.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

女性の活躍及びキャリア育成に関する研修参加助成金

のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

県では、県内中小企業を対象に、女性の活躍を推進

するため従業員を研修に参加させる際の費用の一部を

助成しています。

「管理職を目指す女性のための研修」や「女性の職

域を拡大するための研修」などが助成対象です。

なお、平成29年度から助成対象を一部拡充し、中小

企業が自ら研修を企画し、事業所内等で実施する場合

を追加しましたので、是非御活用ください！

１ 募集締切 平成29年12月末日（土日祝日及び閉庁

日を除く。）

※研修開始10日前（土日祝日及び閉庁

日を除く。）までに申請してください。

２ 支給対象

女性の活躍を推進するために、従業員を研修に

参加させる事業主

３ 支給要件

・常時雇用する従業員数が300人以下で、栃木

県内に本社または主たる事業所があること。

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」にかかる一般事業主行動計画を作成し

ているか、または、平成29年度中に策定予定

であること。ただし、県の支援（事業主行動計

画策定サポート事業）を受けて策定した場合には

支給対象とはなりません。 など

※詳しくは下記のホームページで御確認ください。

４ 支給条件

1) 支給対象経費 研修及び研修で使用する教材費

2) 支給率 1/2

3) 支給上限 18万円/企業

① 教育機関へ従業員を派遣する場合

１人あたり６万円上限で助成

② 中小企業が自ら企画し研修を実施する場合【H29新規】

１企画あたり６万円上限で助成

申込方法等の詳細はこちら（↓）をご覧ください。



http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kensyuusankajyoseikin.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

職種・業界研究セミナー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

とちぎジョブモールでは、学生・就活中の方等を対

象に次のとおりセミナーを開催いたします。是非御参

加ください。

１ 日時 第1回 平成29年８月２日(水）14:00～16:00

第2回 平成29年８月23日(水) 14:00～16:00

２ 場所 とちぎジョブモール

３ 参加費 無料

４ 参加対象 学生・就活中の方等

５ 内容 第1回 文系でもできる『ＩＴの仕事』

一口にＩＴというけれど、その業態や

業務の幅はとても広いのです。業界人が

わかりやすく業界や業務内容、やりがい

について説明します。

第2回 未経験からの「事務の仕事」

パソコンを使うだけが「事務」ではあ

りません。具体的な仕事の内容や必要な

スキルを知りましょう。未経験でもアピ

ールできるポイントが見つかるかも知れ

ません。

６ 講師 第1回 (株)アイ・シー・エス

代表取締役会長 池田 勇介

第2回 シーデーピージャパン(株)

管理部 部長 菊元 功

詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.tochigi-work2.net/shisaku/kigyoukenkyuu/H29.8.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための

支援事業等について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた環境整

備を図るため、最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に

向けた支援を行っております。

〈支援事業例〉



①業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生

産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業

場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資やサービスの利用な

どを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ

た場合、その設備投資などにかかった費用の一部を

助成します。

「業務改善助成金」の詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/index.html

②キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

は、全ての又は雇用形態別や職種別など一部の有期

契約労働者等を対象に基本給の賃金規定等を２％以

上増額改定し、昇給させた場合に助成する制度です。

※ キャリアアップ助成金には「賃金規定等改定コース」

以外にも様々なコースがございます。

「キャリアアップ助成金」の詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyo

unushi/career.html

③人事評価改善等助成金

人事評価改善等助成金は、生産性向上に資する人

事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生

産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事

業主に対して助成するものであり、人材不足を解消

することを目的としています。

事業主が、生産性向上のための人事評価制度と２％

以上の賃金アップを含む賃金制度を整備し、実施し

た場合が支給対象となります。

「人事評価改善等助成金」の詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成29年度「新・ダイバーシティ経営企業100選｣｢100

選プライム」の公募について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経済産業省では、「ダイバーシティ経営によって企業

価値向上を果たした企業」を表彰する「ダイバーシティ

経営企業100選」（経済産業大臣表彰）を平成24年度か



ら実施しています。この度、平成29年度の公募を開始

します。

「優れたダイバーシティ経営企業」として選定・表

彰された企業については、ベストプラクティス集とし

て取組内容を広く紹介し、優秀な人材確保、外的評価

の向上につながることも期待されます。

１ 応募要件

原則として民間企業等（株式会社、合名会社、

合資会社、NPO法人等）であること。 など

２ 応募期間

平成29年７月14日（金）～平成29年９月13日（水）※17:00必着

是非御応募ください。（応募にあたっては、必ず応募要領等をご参照ください。）

応募方法等の詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/entry/inde

x.html#page01

【配信停止】

本メールマガジンの配信の停止を希望する場合は、

お手数ですが、次のメールアドレスまで御連絡くださ

い。

栃木県産業労働観光部労働政策課

rousei@pref.tochigi.lg.jp

TEL 028-623-3218

FAX 028-623-3225


